
別紙 

トーキョーアーツアンドスペース 

展示室使用規程 
 

 

1. 使用条件 

① 使用者は次のことを行っていただきます。 

・ 展覧会実施における作品搬入、会場設営及び照明等機材の設置 

・ 展覧会実施後の作品撤去及び搬出 

・ 展示室内の原状復帰（壁穴の充填及び壁塗装等） 

※充填剤及び塗料はトーキョーアーツアンドスペース（以下 TOKAS）が提供します。 

 

② 次の事項に該当する場合は、TOKAS の裁量により使用の制限、使用承認の停止または取消を行うこと

があります。 

・ 申請にある使用目的以外で展示室を使用したとき。 

・ TOKAS の承認を受けていない日または時間に展示室、機材等を無断で使用したとき。 

・ 宗教活動、政治活動または営利活動を主たる目的として使用したとき。 

・ 騒音、悪臭等により、TOKAS の他の使用者または近隣住民に迷惑を及ぼすとき。 

・ その他、TOKAS 事業の円滑な管理、運営に支障があると認めたとき。 

 

2. 注意事項 

・ 展示作品の搬入搬出、展示、公演の準備及び公演終了後の撤収は使用者に行っていただきます。 

・ 展示作業、公演の準備で発生したゴミはお持ち帰りください。 

・ TOKAS 本郷には、駐車場、エレベーターはありません。 

・ 搬送、展示中、公演の準備中の危険を回避したい場合は、各自で保険に加入してください。 

・ 当館の施設は古い建物を改修利用しておりますので、十分な温湿度管理はできかねます。予めご了承

ください。 

・ 搬送、展示中、公演の準備中に TOKAS の施設等を破損した場合は、修復の費用をご負担いただきま

す。 

・ TOKAS には作品の監視員はいません。監視等が必要な場合は各自の責任において行ってください。 

・ 施設内及び敷地内は禁煙です。 

・ 展示室は基本的に飲食禁止です。オープニングや事前に許可を取った日時以外は飲食できません。 

・ 来館、退館の際は、必ず事務室にお立ち寄りください。 


